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･建設廃棄物?準正処理について (通知)

日頃より､産業廃棄物の発生抑臥 減̀量化､再資渡化､･廼正処理等に取り組ん

でいただき､誠にありがとうございます｡

さで､標記めことにつきましては､昨今の贋済事情笹よりl解体工事や産業廃･.､■

棄物処理に関して､安値受発注となり､結果として､不適正処菅が増加すること.

車重合音叫てい,るところです｡

I■

?いて.は､解体工事等の発注正あたっ七は､I.B設廃零物の分臥 処理等にづい ,･･:

て､適正な衰用負担にご留意ください｡

･~･は た､二頂 請となる建設業者及び解体業者挿､建琴廃棄物b.分別､ )一塵理筆q束用ヽ̀

を計上したうえや､轟注者にその負担を革めるとともに､一下帯 と.の契印 こおいて

は､建設廃棄物の分別､処理等の費用は元請が負担する旨を青首において明嘘に

し､適正に費用を負担するようご留意くださいO

､

〕問い合わせ先
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･リサイ.gル推進班 ､菅野

電話 045- 10 1111
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平成 21年 2月 10日

産業廃棄物中間処窄業者∫ 各位 

神奈川県環境摩政部廃棄物対策課長 
'( 公 印 省 略 )

建設廃棄物の適正処理について (通知)

日頃より､産巣顔葉物の適正処理琴に取り組～でいただき､矧 こありがとう
ございます｡

さて､壕記のことにづきましては､昨今の産済事情により､解体工事や産業

廃棄物処理に関して､安値受琴注となり､結果として､不適正処理の増加が野

､念されているところであり､土のため本痕では､.=事の発注者及び尭設業者等

に対し､別添あとおり指導を行っているところセす∴■■■

産米廃棄物中蘭処垂業者の方々においても､こう･した点を踏まえ､適切な契

臥 費用.計Js等に留意し､凍 っても不適正処矧 こ関与することのか よう=簿

意願います｡


問い合わせ先 .

産業廃棄物対策班 矢板

電話 045⊥210-4159 


